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地域安全まちづくり審議会「第４回企画部会」議事録 

 

１ 日時 

平成18年12月18日（月）15：00～17：00 

 

２ 場所 

県公館３階第２会議室 

 

３ 出席者 

 ○ 委員 

   池田委員(代理:森県経営者協会常務理事)、井上委員、岡委員（代理: 伊窪神戸市立

名倉小学校校長）、瀬渡委員、高田委員、山下委員 

 ○ 県側 

   木村地域協働局長、藤原地域安全課長、警察本部生活安全企画課長（代理:渡邊補佐）

ほか幹事課室等 

 

４ 内容 

(1) 地域安全まちづくり審議会中間報告案に係る県民意見提出手続きについて 

 （事務局） 

※ 資料１及び参考資料により、地域安全まちづくり条例に基づく指針案の概要説明 

 

（Ａ委員） 

   この指針には、地域安全まちづくり条例第８条に規定する「高齢者、女性等の犯罪

弱者」に関する内容は盛り込まれていないが、今後、県が策定する推進計画に盛り込

むと理解していいのか。 

  

 （事務局） 

   そのようにご理解願いたい。 

 

 （Ａ委員） 

各指針において、防犯カメラの設置について言及しているが、防犯カメラの設置・

運用等については、プライバシーの侵害等の問題が発生する。他の都道府県では防犯

カメラの運用等に関するガイドラインを策定しているが、本県は、今後の検討課題と

理解していいのか。 

 

（事務局） 

今のところ一般的な防犯カメラの設置・運用に関するガイドラインについて、策定

する予定はない。指針では、防犯カメラを設置する際のプライバシーへの配慮につい
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て規定しており、これによって適正に運用されることを期待している。 

   ただし、今後の防犯カメラの普及状況によっては、運用等に関するガイドラインが

必要になることも考えられ、推進計画では、防犯カメラの適正な運用管理に関するガ

イドラインについての検討を盛り込んでいる。 

 

 （Ｂ委員） 

   防犯カメラの運用基準は必要ではないか。基本的には、設置場所の管理者が独自に

運用基準を策定するが、県の施設に設置する場合は、自らの運用基準も必要になると

思う。 

   知り合いのマンション管理組合では、個人情報保護法が成立した時、防犯カメラの

映像が氏名や住所と関連があるのではということで、随分気にされていたことがある。 

 

 （部会長） 

   個人情報保護法では、顔が識別できるときは、個人情報に該当するため、防犯カメ

ラの設置に当たっては、個人情報保護法として取り扱うことになる。しかし、法律で

は、義務づけの対象外とされているようである。 

 

（Ａ委員） 

  マンション等の集合住宅に設置した防犯カメラと、コンビニ等に設置した防犯カメ

ラとでは、管理方法が異なる。道路をはじめ、商店街、コンビニ、小売店、劇場、駐

車場、病院等に設置する防犯カメラのガイドラインは、既にいくつかの自治体で策定

されている。 

なお、私有地に設置された防犯カメラについては、不特定多数の人が出入りする場

所とは異なる運用上の問題がある。 

 

 （部会長） 

個人情報保護条例の適用については、設置主体ごとにいろいろ議論され、なかなか

難しい状況にあるが、商店街や自治会では、防犯カメラについての自主的なルールづ

くりが進められている。 

なお、防犯カメラの設置を進めることにより、別に発生する危険、不安に対する対

応についても、今後、考えていくべきであるが、これらについては、今後の課題とい

うことでご理解願いたい。 

 

 （Ｃ委員） 

住宅等の指針については、中間報告案別紙２の７頁において「防犯カメラの適正な

運用」としてプライバシーへの配慮について書いているが、他の指針には書いてない。

これでは、バランスがとれていないのではないか。 
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（Ｄ委員） 

  子どもの安全確保に関する指針では、別紙１の２頁のところで「プライバシーの保

護に配慮した防犯カメラの適正な運用」として規定されている。 

 

（事務局） 

住宅及び住宅地の指針や子どもの安全確保に関する指針では「防犯カメラの適正な

運用」に関する内容を明記しているが、深夜営業店舗等の指針では、防犯カメラの機

能が損なわれることがないよう管理する内容に止めている。 

 

（部会長） 

深夜営業店舗等の指針に「防犯カメラの適正な運用」に関する表現を付加すること

について、事務局において検討願いたい。 

また、防犯カメラの設置・運用におけるプライバシー保護への配慮等に関する何ら

かの手引きを策定することの必要性等については、今後の検討課題として受け止めて

いただきたい。 

 

（Ｅ委員） 

既に県民意見提出手続に入っているということであるが、審議会中間報告案９ペー

ジ下に「アドプト制度導入等」と記載されているが、単にこの表現では、県民は理解

できないと思う。 

 

 （事務局） 

   「アドプト制度」については、中間報告案別紙４の道路等の指針本文のあとに、注

釈を設けて解説している。 

 

（Ｅ委員） 

指針本文で解説しているのであれば、「指針の概要」にも「何ページ参照」として、

県民に分かりやすくするべきである。県民から意見を求めるのであれば、もう少し読

みやすさに配慮すべきである。 

 

（部会長） 

  他にお気づきの点があれば、事務局まで連絡いただきたい。指針最終案の策定に当

たって検討させていただく。 

   

(2) 地域安全まちづくり推進計画（仮称）案について 

 （事務局） 

※ 資料２及び参考資料により、地域安全まちづくり推進計画（仮称）案の概要説明 
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（部会長） 

  「第４ 現状と取組の基本方向」の資料は、推進計画全体の構造がどのようになっ

ているのか分かりにくい。 

 

（Ｃ委員） 

   この推進計画により、実際に実践されるしくみがどのようになっているのか、また、

これによってどのように効果を上げるのか、或いは、その効果はどのようにして分か

るのかという部分が分かりにくい。つまり、ある施策を行うことによって出てきた成

果を何らかの形で把握する必要がある。その方法は、８つの行動ごとに大きく異なっ

てくると思う。 

また、最終的な指標としては、犯罪発生率になると思うが、これでは「風が吹いて

桶屋が儲かる」というようにかなり距離が長いと思うので、そのプロセスをチェック

するしくみを考えることが必要である。 

また、いわゆる「まちづくり」を防犯に活用することに異論はないが、「まちづく

り」のための活動は、必ずしも防犯を目的とするものではないため、「まちづくり」

のための活動を総合的に支援して地域力を向上させることが必要である。この推進計

画は、防犯に関する部分を切り取って書いており、計画としてはこれでいいかもしれ

ないが、実際に何らかの施策として実施するときには、「まちづくり」のための活動

全般を応援するという形でなければ、現場ではうまくいかないと思う。 

 

（事務局） 

   事務局としては、犯罪発生件数を総合的な指標とすることは想定していない。この

推進計画は、県民等が行う地域安全まちづくり活動を支援するための計画であり、推

進計画の指標としては、施策への参加者数、防犯組織数等が指標になるものと考えて

いる。 

 

 （Ｃ委員） 

   参加者数といった数値は、施策を実施する目標に過ぎない。その施策による成果を

何らかの形で確認していくべきである。 

 

 （事務局） 

   施策の成果を測定することは、難しいと考えている。例えば、まちづくり防犯グル

ープについては、単なるグループ数ではなく、防犯グループによるパトロール状況や

内容によっても評価が分かれるところであるが、現段階では、防犯グループの結成数

も成果の一つと考えている。 

   事務局では、施策の成果、数値目標をどう置くかについて、検討しているところで、

これについては三つの考え方があると思う。 

一番端的なものとしては、犯罪の減少率とか刑法犯認知件数の減少率として捉える



 5

方法で、これは本来の成果とも考えられる。しかし、地域安全まちづくり条例は、犯

罪等を減少させるため、地域ぐるみの活動を支援することを内容としていることから、

こういった地域ぐるみの活動の増加を一つの目標とする考え方である。他府県では、

犯罪の減少率を目標としているところもあるが、警察活動による取締りなども絡むた

め、この推進計画では採用していない。 

次の考え方は、何らかの施策の実施目標の数値を設定し、施策をパッケージ化して、

柱でまとめることにより、関係各課が相互の関連性を確認して、連携した施策を実施

する際の一つのよりどころとする考え方である。 

   もう一つは、こういった推進計画を分かりやすくパンフレットのような形にして、

県民に分かりやすく提供していく考え方である。 

   

（Ｃ委員） 

この推進計画によって、県が行う施策を示し、どれだけ実施したかということも大

事であるが、例えば、助成事業の場合、事業を進めれば助成件数はどんどん多くなる

ものの、助成することで効果があったかどうかは分からない。この推進計画は、どの

ような施策をどれくらい実施するというアウトプットとしての数値目標はあるが、施

策の成果であるアウトカム指標が示されていない。 

施策の効果を考えたときに、どの施策については効果があり、どの施策は効果がな

かったのか、あるいは当初の考えと違ってよりスムーズに行うことができたのか、で

きなかったのかということをどのようなしくみで把握するかである。 

  

 （部会長） 

事務局が数値的な目標を設定しようと努力されているのは理解できるが、例えば、

地域ぐるみの連携促進として、防犯グループの結成数等の数値目標を達成することで、

どれぐらいの成果があったかは分からないというのがＣ委員のご指摘である。 

   また、ともすれば縦割の県施策の見通しをよくする、あるいはパッケージ化してま

とめることは意味あるものの、地域によっては、防犯のまちづくりを通して他の地域

課題に展開したり、総合的な地域力をつけるパターンもある。さらに、防犯以外の地

域活動から防犯の取り組みへと広がる場合もあれば、防犯活動から入り、そこで止ま

ってしまう場合もある。つまり、総合力、地域力というものをどう展開していくかと

いう視点がこの推進計画の中ではどうなっているのかという指摘であった。 

この推進計画では、受け止めにくいのかもしれないが、この推進計画が地域の再構

築という大きな政策の一部を担っているのであれば、県として、これをどのように考

えるのかという質問であると理解した。 

 

 （事務局） 

防犯を一つのきっかけとして地域力を高め、それがまた防犯に返ってくるというこ

とであるが、それを一つの指標として表すことは非常に難しい。 
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   例えば、県が結成支援をしているまちづくり防犯グループは、現在約1,800グループ

が組織され、県内の約１万の自治会の約７割が参加しているが、県では、これらのグ

ループに対して、毎年アンケート調査を実施している。この調査結果によると、防犯

活動が増加したことにより犯罪が減少したという意見もあれば、今まで知らなかった

人と連携した活動をすることによって、地域のつながりが強まったという意見が多く

あるなど、それなりの成果が出ている。 

これ以外にも、色々な施策を合わせ技のようにして展開しているので、これら施策

を盛り込んだ推進計画とすることによって、最終的には地域の力をつけることになる

と思うが、その場合の数値目標や成果指標については、もう少し整理する必要がある

と考えている。 

 

 （Ｃ委員） 

   この推進計画に基づいて、様々な施策を推進することは非常によい。しかし、個別

の行動を数値目標として設定し、それを達成する考え方のみでは、多分うまくいかな

いと思う。 

例えば、兵庫県の市街地周辺部では人口が減少し、高齢化が進んで地域の力が落ち

ている地域もかなりある。そういった地域では、当然、犯罪に対する不安も大きくな

り、生活そのものに対する不安が非常に高まる。そのような状態が続くと、空き家が

増加し、人口も減少して路線バスの本数も減るといった状況になる。このような地域

で何らかの施策を推進しようとしたときに、単に防犯のみをアピールしてもうまくい

かない。もう少し地域の人たちの努力によって、地域全体の「まちづくり」として、

最低限を維持するといったことを考えるしくみが必要である。 

そのような場面では、この推進計画に基づく施策の実施により、防犯の面でも少し

出てきた安心感を把握して、これをフィードバックするような取組も行わなければな

らない。単に事業の実施回数などでその施策を評価するのでは、間違った方向に行く

こととも考えられる。 

地域の中には、本当に弱い地域があり、その弱い地域が少しでも改善されたことを

確認することは非常に大事である。稼げるところで点数を稼ぐといった考え方になら

ないようにしなければならないのであって、ほとんど稼げないところで少し稼いだこ

とがその地域にとっては非常に意味がある。やはり地域ごとのモニタリングのような

しくみをつくり、それを評価することが大切である。 

質的な面でいうと、まちづくり防犯グループに対するアンケート調査のように、実

際、地域で活動されている方の意見を聞くとことも非常に大事なことで、その施策が

浸透した後、それがどのような活動に発展し、また、グループの方がどのように感じ

ているかなど調査することも大切である。 

 

 （Ａ委員） 

   Ｃ委員は、その施策が成功したかどうかの指標を何に設定するかであり、単にまち
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づくり防犯グループの結成数では、地域安全まちづくり施策の成功指標にはならない

ため、例えば、刑法犯認知件数といったものを指標にするべきであるとの指摘である。  

一方、事務局では、刑法犯認知件数と地域安全まちづくり施策との間の直接的な因

果関係を証明することができないので、指標としては設定しにくいということであっ

た。確かに、刑法犯認知件数は、警察活動をはじめ色々な要因が作用して減少するも

のであり、直接的な指標にはできないと思う。しかし、ひったくり、空き巣、子ども

の略取誘拐、強姦等については、地域住民の活動が活発になれば、現実には減少する。

したがって、刑法犯全体の認知件数ではなく、そういった地域社会に密接に関係して

いる罪種を取り上げることで、成果指標になり得ると思う。 

   また、先程の指針案でも発言したが、条例第８条第３項において「地縁団体等は、

高齢者、障害者、女性その他の犯罪による被害の防止」に関することを規定している

が、この推進計画では、障害者とか女性に対する視点が欠落していると思う。女性に

ついては、ＤＶ関連施策が掲載されているものの、大阪市浪速区では、姉妹２人が殺

されるなど、一人暮らしの女性や若い女性が犯罪のターゲットになることが多く、こ

のような一人暮らしの女性は、地域社会とうまくかみ合っておらず、地域安全まちづ

くりという取組にもうまく巻き込めていないと思う。 

こういった女性や、一人で暮らす若い人をどのようにしてこの活動の中に組み込ん

でいくのかといった視点も必要である。 

 

 （部会長） 

   Ａ委員のご意見については、事務局において検討願いたい。 

  

 （Ｂ委員） 

   資料８頁の「現状」のとおり、刑法犯認知件数の増加、少年犯罪の増加、体感治安

の悪化など、色々な現状が出現したことによって、この審議会が設置され、多くの費

用と時間を費やして検討していることから、やはり犯罪の件数の減少とか、私たちの

体感治安が向上するとかが目標になってくると思う。 

   しかし、どのようにすれば犯罪が防止できるのかは、各種対策との因果関係をすぐ

に見出せないこともあって、各方面で多彩な取組が展開されているのであり、そのよ

うな意味で、こうした取組によって私たちの安心が確保されているというところがこ

の計画のチェックポイントになると思う。 

   また、「防犯」と「まちづくり」の関係については、防犯のみではなく、私たちが

日常抱えているいろいろなニーズというか生活要求との関係において、総合的に進め

ることが大事であるが、この推進計画には、子育て支援や高齢者の福祉的な視点とい

ったことも入っており、これも非常に大事なことである。 

   犯罪が減少することはいいことではあるが、減少することにより、その後、何も活

動をしなくてもいいのではなく、いろいろな活動の中で持続的に防犯に取り組めるよ

うな「まちづくり」として全体の基盤をつくっていくことが大切である。 



 8

「のど元過ぎれば熱さを忘れる」と言うように、メディア等では、これまでのよう

にあまり防犯のことを言わなくなったように思う。周りからあまり言われなくなるこ

とによって一種の安心感は生れるものの、何もしなくなるのはよくないので、やはり

地域の中において、全体としての「まちづくり」という意識が高まり、一定の活動が

定着していくことが大事であると思う。 

   なお、この推進計画の中において、学校施設への侵入対策がどこで取り組まれるの

か気になったところであり、さらに、指針の内容が「８つの行動」にいくつか入って

いるが、指針と「８つの行動」との関係が少し分かりにくいと感じた。 

 

（事務局）    

   資料２の19頁「第２の柱 子ども、高齢者等の安全確保」「行動４ 地域で取り組

む見守り活動の推進」として、20頁の「地域ぐるみの学校安全体制の整備」において

スクールガード・リーダーの小学校への配置を記載しているほか、「子どもの安全を

守る設備整備」において県警ホットラインや学校緊急通報装置等を活用した対策を盛

り込んでいる。 

これらは、直接的な対策ではないものの、今後、指針をガイドラインとして取り組

んでもらえるものと期待している。 

 

 （Ｂ委員） 

   学校の安全に関する活動主体は、指針の特徴に記載されているとおり、学校のみな

らず保護者等を含むものである。パトロールなどのソフト面では、保護者など、いろ

いろな方々との協力により行われるが、施設自体の整備については、基本的に教育委

員会や学校の責務として行われるものである。指針には、ハード面の対策も盛り込ま

れていることから、この推進計画にも盛り込むべきである。 

 

 （部会長） 

本県の指針は、ハードのみならず、むしろソフト的なものを組み込んだところに特

色がある中で、指針の目的が推進計画の「８つの行動」にどのように反映されている

のかがわかりにくいということ。また、着実に指針を普及させるだけでいいのかとい

うご指摘である。これらについては、指針と推進計画がうまく連動してないというこ

とにもつながることから、検討すべき課題である。 

 

（事務局） 

  資料２「行動８ 防犯に配慮した基盤の整備」の「防犯まちづくりの推進」の中で、

「児童、生徒等の通学時の安全確保を図るため、通学路として指定されている箇所に

ついて、歩道・自転車歩行車道の整備を重点的に進める」としたほか、防犯に配慮し

た公園とか、県営住宅への防犯カメラの設置など、指針の内容を踏まえて、それらを

具現化する観点で書いている。 
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   また、指針では、子どもの安全確保について、学校の設置者に関することも盛り込

んで、学校の設置者の取組はもとより、保護者や地縁団体といった方々と連携したソ

フト的な対策を重要視していることもあり、また、「開かれた学校」との関係もあっ

て、学校施設の要塞化をイメージするような施策を差し控えたところである。 

 

（部会長） 

  事務局の考え方によると、指針のねらいと推進計画の柱立てとが、必ずしもうまく

整合していなくてもいいように受け取れるが、それはそれで一つの考え方かとは思う

ものの、もう少しご検討願いたい。 

 

 （Ｄ委員） 

学校の安全対策について、県下の立地条件から学校を見た場合、いわゆる門扉や柵

等で囲まれた学校もあれば、田んぼや畑で囲まれた学校がり、一律の対応は難しい状

況にある。 

私が所属する学校では、すべてオートロックにして、フェンスは全部１ｍ80㎝以上

に取替えており、門に設置している防犯カメラについては、子どもの帰宅に関する多

くの問い合せに対して、地域に出て子どもを探すとともに、防犯カメラで録画した画

像によって子どもの帰宅の有無を確認しており、かなり役立っている。 

   また、23頁「児童虐待家庭に対する効果的な援助の実施」の中で、「市町や関係機

関との連携」と書かれており、「児童相談所」も関係機関の中に含まれると思われる

が、我々のように、子どもの虐待を扱う者としては、児童相談所との連携を重要視し

ており、この推進計画には、「児童相談所との連携」と書くべきであると思う。 

    

 （Ｅ委員） 

   数値目標を掲げて、それに向かって推進することは当然であるものの、これが果た

して数値目標と言えるのかと思う部分がある。例えば、22頁の「延参加者数」といっ

た数値目標が随所にあるが、参加者の増加は、認識の広まりを示しているが、こうい

った数値目標でいいのかと思う。 

 

 （事務局） 

刑法犯認知件数などは、数値目標として設定し易いところではあるが、地域安全ま

ちづくり条例では、県民、事業者が行う地域安全まちづくり活動への支援が県の施策

であり、この支援施策を推進計画としてまとめる根拠でもある。 

例えば、まちづくり防犯グループの結成支援により、防犯グループが増加すること

で防犯活動が広まり、また、各種啓発事業によって、順々に参加者が増加していくと

いったことで県民の意識が着実に高まるなど、いわば県民が活動をするためのきっか

けづくり、あるいは活動をしている方々への支援、そういったところに視点を当てた

数値目標の設定が適当ではないかと思う。 
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 （部会長） 

参加者の増加は、一つの数値目標ではあるが、参加した人がその後どのように変わ

ったのか、あるいはその人が防犯という地域活動にどうかかわるようになったかとい

うところを見なければならない。しかしながら、数値的な目標として、何が適当かと

いわれると難しいところである。 

 

 （事務局） 

  平成16年に行われた県民意識調査結果では、県民の約７割が居住地域の犯罪に対し

て、不安を持っておられた。この推進計画の期間は３年であるが、３年後の区切りの

段階で、県民の不安感も含めて、防犯という地域活動にどれだけ参加しているか、活

動への参加によってどのような成果が得られたかなどについて、調査することも必要

であると思う。 

 

（部会長）  

推進計画の期間は３年であるが、この期間中にそれほどのことができるのかなとい

う気もする。こういった活動は３年で終わるようなものでもないので、数値目標の設

定にこだわり過ぎない方がいいのかもしれない。ただし、ここに挙げた数値目標が、

一体何をはかるものなのかを考えなければならないし、数値目標を達成することだけ

に走ってしまわないか気になるところである。 

また、こうした数値目標とは少し別の形でのはかり方についても、合わせて考える

必要があるように思う。 

    

（Ｅ委員） 

推進計画を検証する際には、単にこの数値を達成したから良しとするのでは困る。

数値は達成はしたが、その裏にある効果はどうであったのかというとこまで検証して

いただきたいという趣旨から発言した。 

 

（部会長） 

  推進計画による政策の打ち出し方と、その成果の測定については、都市部、都市近

郊の郊外、ベッドタウン、農村部とではそれぞれ状況も異なり、中小の規模の都市部

でも違ってくるので、このような地域の状況によって、政策パッケージの投入の仕方、

あるいは施策の打ち方、その成果の測定方法も異なると思う。そういう意味から、と

にかく何か数値目標を設定することも大事ではあるが、それだけで効果を測定すると

いう発想ではよくないと思う。 

   なお、８頁のＡ３資料は、推進計画全体の構造がどのようになっているのかよく分

らない。もう少しスッキリと整理願いたい。 
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 （Ｃ委員） 

   参考資料によって、他府県と兵庫県の違いついてはよく理解できたが、他府県と連

携して計画を推進するという発想はないのか。 

 

（事務局） 

他府県と連携した取組については、特に考えていない。他府県との意見交換は行っ

ているものの、今のところ連携した取組には至っていない。ただし、各都道府県の知

事部局に防犯の窓口が設置されつつあることから、今後、都道府県間の情報交換等に

より、それぞれの施策を高めていくといったしくみができることも考えられる。 

   なお、県内においては、平成16年度から、「市町防犯担当課長会議」を開催して、

各市町との情報の共有に努めている。 

  

 (3) 今後のスケジュールについて 

 （事務局） 

※ 資料３により、今後のスケジュールを説明 

 

 （部会長） 

平成19年１月下旬に、第３回全体会を開催するということであるが、各委員にあっ

ては、個別にご意見を伺うということも含めて、ご協力をお願いしたい。 

 

 


